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産業振興

農政課

農地係
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平成３０年度以降

農業

事業類型 法定受託系

農地の保全に努める

1

農地保有合理化事業を利用して、市事業の代替用地としての農地を、社団法人愛知県農林

公社に売却時まで中間保有を依頼し、農地の有効利用を図る。

○H23年度実施内容

　市は原則行政目的以外で農地を保有することができないため、公共事業代替用地等の農

地については、農地利用合理化法人である（社）愛知県農林公社に保有を依頼し、市は売

却先をあっせんをすることで確保をしてきた。このため市と農林公社で協定を締結し、市は

農林公社に対し、保有に要する経費を補助金として交付している。近年の代替地需要の減

少により、保有農地の処分をすすめており、処分促進のため境界確定測量や鑑定評価の実

施を農林公社へ依頼、また近隣農地所有農家等への折衝等を行った。

【直接経費の内訳】

　補助金（2,947千円）

　・保有農地4,943㎡取得費に対する利子・固定資産税
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従事者数

Ｈ21決算額

一般財源

国・県支出金

対前年比

その他財源

人件費

0

3,130

　・保有農地4,943㎡取得費に対する利子・固定資産税

　・境界確定測量・鑑定評価費用（１箇所）

○H24年度実施内容

　旅費（16千円）

　補助金（82,169千円）

　・保有農地4,943㎡のうち、3,337㎡売却予定

　・保有農地4,943㎡取得費に対する利子・固定資産税・草刈等管理費【3,547千円】

　・境界確定測量・鑑定評価費用（１箇所）【570千円】

　・3,337㎡の売買経費、簿価時価差額等、売却時に精算する費用【78,052千円】
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3,337
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4,943

㎡

（社）愛知県農林公社に対し、７筆4,943㎡の農地の保有に要する経費の補助をした。

H23年度は１筆946㎡を売却予定で農家との折衝を行ったが、農家の営農計画との折

り合いがつかず売却できなかった。また売却促進のため、３筆3,337㎡について境界

確定測量や鑑定評価を依頼し実施した。

近隣農地所有農家に話をしたり、市役所庁内での公共用地としての利用照会や、農

林公社ホームページにも掲載を依頼し、処分促進に努めた。
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（社）愛知県農林公社は、農地の中間保有が法的に認められている唯一の公的機関

であるが、こうした公社の機能を活用できなくなる。現在保有していただいている土地

の保有ができなくなり、即時に売却先を選定する必要がある。
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現状維持
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一次評価のとおり。（社）愛知県農林公社に保有を依頼した農地の早期売却に努めること。

改善案等

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価
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判　定　理　由

農地であるため売却先が限定されているが、隣接地所有農家以外の、個人以外の企

業等も考慮し、買受の資格がある売却先を早期に選定する。
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保有農地の近隣農地所有農家に売却し、一体利用による規模拡大・営農合理化を図

ることが理想だが、農家の都合により処分できない場合がある。

協定により市が保有を依頼したものである。現在売却に向けて鋭意努力、折衝してい

ることから、現状維持とするものである。

方向性の判定


